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公
庫
制
の
生
成
機
続

|
|
領
用
品
世
制
度
の
後
展
形
態
と
し
て

l
l徳

清

永

千子

公

庫

制

の

雨

義

公
庫
制
友
る
旧
諸
に
は
耐
義
が
あ
る
。
従
来
公
庫
制
は
支
郊
の
紙
幣
統
一
企
劃
に
む
い
て
褒
行
制
度
改
善
の
一
方
策
と
し
で

O
意

義
で
あ
っ
た
。
中
央
銀
行
制
の
下
に
費
行
集
中
は
清
末
以
降
謝
策
伝
奇
わ
け
で
は
在
か
っ
た
が
と
れ
が
賓
現
容
易
な
ら
十
、
然
も
紙

幣
統
一
白
建
前
の
下
に
無
集
中
の
う
ち

ι集
中
を
公
庫
制
に
語
い
て
賞
行
せ
ん
と
し
た
向
が
あ
っ
た
。
と

E
に
執
り
し
割
象
は
こ
の

銀
行
公
庫
総
に
つ
い
て
で
あ
る
。

民
国
二
十
甘
年
二
九
一
手
八
年
)
六
月
九
日
昔
図
民
政
府
に
沿
い
て
公
庫
法
左
る
も
の
が
公
布
さ
れ
、
二
十
八
年
十
月
一
日
よ
り
中

央
各
機
関
よ
り
試
行
、
二
十
九
年
一
月
一
日
よ
り
一
律
寅
施
さ
れ
た
が
と
れ
は
右
の
銀
行
公
庫
制
と
は
別
途
の
も
の
で
あ
る
。
前
者

白
公
庫
制
は
各
地
銀
行
公
舎
よ
り
、
公
庫
が
聯
合
組
成
さ
れ
、
邸
ち
共
同
の
準
備
底
が
設
け
ら
れ
て
、
紙
幣
賛
行
機
関
た
ら
し
め
、

飼
刑
制
白
下
位
公
庫
努
が
設
行
さ
れ
る
白
で
あ
る
が
、
後
者
の
公
庫
制
は
公
庫
法
第
二
僚
に
い
ム
も
の
で
あ
り
、

の

『
在
、
「
励
行
統
牧
統
支
L
並
に
「
崇
向
負
責
守
法
L

の
質
放
を
褒
生
せ
し
め
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
確
立
預
算
制

• 
金
庫
法
第
三
帳

鵠
政
府
組
菅
現
金
嘉
雄
需
品
F
A
其
他
財
物
之
機
関
輯
公
庫
。

在暁卑，中央銀行論 p.245 2) 公庫法施行細則は二十八年六月二十七
日行政院長布。 3) 髄用制とは凡そ観行が他銀行所涯の党換券を議行ず
るにおいて成立する。即ち領用券は Other Banknot白Issaed Through us 
である。



中
央
政
府
之
公
庫
稀
凶
庫
、
以
財
政
部
鋳
主
管
槽
閥
、
省
政
府
之
公
庫
柑
者
庫
、
以
財
政
臨
局
主
首
機
関
、
市
政
府
之
生
庫
稀
布
陣
、
際
民
府
之
公

庫
稿
照
庫
、
各
以
其
則
此
局
錫
主
管
機
関
、
未
設
悶
世
局
者
、
以
各
該
市
牒
政
府
需
主
普
縄
開
。
奥
省
市
牒
政
府
相
官
之
地
方
政
治
構
閥
、
其
公
庫

準
用
前
項
之
規
山
品
。

銀
行
D
公
庫
制
は
そ
の
遠
凶
既
に
平
〈
、
清
山
本
以
降
、
統
幣
整
担
の
要
請
の
裡
に
、
こ
れ
が
方
策
と
し
て
集
中
制
と
公
庫
制
と
が

俳
御
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
支
那
の
紙
幣
は
多
数
護
行
制
の
流
弊
著
し
く
と
れ
が
整
理
は
必
然
安
監
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の

一
は
印
ち
全
図
紙
幣
主
一
個
の
波
多
銀
行
に
集
中
し
て
禁
行
せ
し
め
、

一
個
銀
行
に
唯
一
の
紙
幣
賛
行
D
特
擁
を
享
有
せ
し
め
ん
と
す
る
も
D
で
あ
る
か
ら
、
共
他
の
銀
行
は
慨
し
て
祇
幣
夜
行
を
な
し
得

絞
幣
統
一
に
は
先
づ
雨
種
の
方
注
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

ざ
る
も
白
で
あ
り
、
他
は
全
国
紙
幣
を
必
中
し
も
一
個
銀
行
の
褒
行
に
限
局
せ
ん
と
す
る
も
の
で
は
在
い
が
、
設
行
紙
幣
は
全
闘
に

通
行
す
る
も
り
で
あ
り
そ
れ
に
は
貼
水
帥
ち
割
増
。
付
せ
ら
れ
ぎ
る
も
D
で
丘
く
て
は
な
ら
在
い
と
す
る
ロ
前
者
は
中
央
銀
行
制
度

に
沿
い
て
各
国
の
鉄
路
を
求
め
た
も
の
と
軌
を
一
に
す
る
り
で
あ
る
が
後
者
は
い
は
ピ
え
那
の
特
有
現
象
と
し
て
長
く
針
策
上
の
封

象
と
な
っ
た
・
も
の
で
あ
っ
た
。

仰
支
合
耕
の
中
法
質
業
銀
行
(
一
九
二
一
一
年
設
立

一
九
二
五
年
改
組
し
て
中
法
商
工
銀
行
と
な
る
)
の
停
全
を
動
機
と
し
て
公
庫

制
築
が
一
肱
具
般
的
に
提
示
さ
れ
る
に
五
っ
た
と
も
い
ふ
が
、
民
関
十
三
年
(
一
九
二
三
年
)
末
幣
制
局
に
沿
い
て
公
庫
制
大
綱
が
議

定
さ
れ
、
並
に
銀
行
公
庫
先
換
器
保
例
草
案
十
二
筒
僚
に
亙
る
も
む
が
倖
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
但
し
そ
れ
は
賓
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

公
庫
制
大
制

l

第
一
怖
向
各
地
銀
行
佳
品
官
輔
骨
粗
成
品
庫
、
矯
改
行
縄
問
。
凡
興
有
制
券
責
特
之
銀
行
、
均
得
按
照
時
例
規
定
領
券
。

銀
行
公
庫
党
換
券
保
例

第
一
棒
銀
行
八
世
庫
党
換
券
、
向
各
地
方
銀
行
時
曾
組
織
之
公
庫
後
行
。
金
庫
先
白
津
棺
漢
三
島
設
立
。
主
組
織
法
ロ
刀
定
之
。

a 

公
庫
制
の
生
成
横
線

第
五
十
二
容
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告
直
制
の
生
成
槽
鞭

大

ノ工

第
五
十
二
番

占

ハ
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策

調

一一
修
正
取
締
紙
幣
僚
例

紙
幣
統
一
白
企
同
刷
よ
り
皆
無
で
は
及
か
っ
た
が
圏
幣
未
統
一
以
前
に
あ
っ
て
依
幣
が
先
行
し
℃
統
一
可
能
で
あ
っ
た
か
の
翻
知

に
先
づ
逢
荒
す
る
。
こ
れ
に
剥
し

τ
の
問
答
と
し
て
は
民
圏
三
年
頒
布
の
岡
幣
僚
例
に
紫
観
論
を
就
く
も
白
を
見
る
と
し
て
も
、
そ

れ
は
た
だ
困
幣
保
例
が
頒
布
さ
る
れ
ば
統
一
銀
幣
が
致
行
さ
れ
、
従
て
祇
幣
統
一
も
却
す
べ
〈
、
全
国
流
通
無
阻
に
し
て
統
一
幣
制

。
期
遠
か
ら
十
と
偲
定
し
た
だ
け
に
と
ど
ま
る
も
白
で
あ
っ
た
。
政
府
は
岡
幣
僚
例
を
頒
布
し
た
け
れ

E
も
、
銀
元
、
気
耐
の
併
存

を
解
決
し
得
た
る
も
の
で
は
た
く
、
紗
票
相
揚
は
時
と
地
に
囚
り
て
相
同
巳
か
ら
ざ
る
た
め
に
、
紙
幣
の
統
一
を
欲
せ
ば
先
づ
銀
柄

を
廃
除
し
て
単
位
白
確
立
を
な
す
の
要
望
が
持
績
さ
れ
し
に
久
し
苦
も
の
が
あ
っ

ho
そ
れ
は
銀
雨
単
位
白
魔
除
さ
る
る
に
よ
り
、

闘
幣
車
位
を
成
立
せ
し
む
る
か
ら
で
あ
り
、
た
と
ひ
各
種
の
銀
元
は
未
だ
統
一
せ
宇
ー
と
も
、
闇
幣
代
表
の
紗
票
。
流
通
に
は
有
力
佐

η
 

る
素
地
を
供
す
る
と
見
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

然
る
に
幣
制
棄
飢
4
4
だ
牧
拾
せ
ら
れ
や
、
岡
幣
、
鈴
某
全
闘
に
暢
行
す
る
に
五
ら
や
、
紋
幣
D
愛
行
亦
乱
脈
に
陥
り
た
る
を
以
て

民
闘
九
年
取
締
紙
幣
僚
例
十
四
筒
僚
が
公
布
さ
れ
た
。
修
E
取
締
統
幣
傑
例
は
第
一
俊
民
「
凡
官
商
行
脚
別
委
行
祇
幣
、
除
図
家
銀
行

外
、
均
一
滅
依
木
俊
例
弊
迎
。
・
怪
面
市
先
換
銀
間
銀
図
銅
凶
制
銭
者
、
本
保
例
慨
認
奮
紙
幣
。
」
3

と
し
て
そ
白
遡
用
の
範
闘
を
定
め
、

本
保
例
頒
行
以
後
の
新
設
は
間
よ
り
、
既
設
と
雌
も
紙
幣
未
設
行
の
も
の
に
は
殻
行
者
許
さ
や
と
し
、
本
保
例
頒
行
以
前
の
設
立
に

か
i
A

り
既
に
祇
幣
を
褒
行
す
る
も
り
に
謝
し
て
は
牧
聞
の
方
策
を
示
す
所
が
あ
っ
丸
。

• 
静
七
棟
「
各
鋭
銭
行
披
週
間
本
時
例
持
=
一
部
凹
第
五
各
時
護
行
紙
幣
、
臆
負
随
時
党
現
之
責
、
前
項
紙
幣
至
少
須
有
六
成
岨
款
準
備
、
其
僚
得
以
政
府

鼓
行
之

E
式
公
債
索
、
作
活
保
詑
準
輔
、
其
有
特
別
情
形
、
暫
時
宋
能
開
排
者
、
須
星
詰
幣
制
局
聾
期
政
部
百
世
耕
。
」

銀雨在各大商i宇治鎚記帳草位、而闘幣反成it 額貨物、日中有行市、因之般票
不能捕誼圭闘。 7) 前掲、紙幣続 照沼査行棋f体制Qilt之研究 p.509
取締紙幣保例は民閤四年十月二十日呈准公布され、修正取締紙幣慌例は民国九
年六月二十七日墨准公布された。参照、修主取締祇幣儲例、第二、豆、回、玉、六保。
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併
し
と
れ
は
、

そ
の
放
旧
市
は
期
待
し
得
べ
雪
も
り
で
は
な
か
っ

た
だ
法
令
を
加
へ
た
に
と
苫
士
り
陽
奉
陰
遣
の
域
聖
股
ぜ
示
、

た
。
差
し
己
の
稜
の
取
締
に
は
尉
賠
が
あ
り
、
馬
寅
一
初
氏
は
右
僚
例
に
つ
い
て
失
の
如
き
要
駐
在
批
判
し
て
ゐ
る
。
川
叫
ち
古
川
田
行
制
広

に
つ
い
て
の
論
難
で
あ
っ
た
が
、
「
無
伸
縮
能
力
」
に
つ
き
「
以
成
数
潟
捨
保
」
に
つ
昔
、
一
師
眠
不
済
念
」
に
つ
き
、
更
に
一
反
於
需
要
L
K

句

。
吉
修
正
取
締
紙
幣
僚
例
む
第
七
依
宇
絞
っ
て
そ
の
脆
尉
性
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
モ
れ
は
要
す
る
に
公
債
の
み
を
以
て
す
る

保
詮
準
備
に
つ
い
て
の
疑
健
で
あ
り
、
竹
和
能
力
た
き
の
み
な
ら
や
市
岡
白
寅
欣
に
反
す
る
結
A
E
招
来
す
る
に
至
ら
ん
と
と
を
憂

慮
し
た
か
ら
で
あ
る
。
閏
よ
り
公
債
を
以
て
保
設
準
備
と
な
す
を
全
面
的
に
否
定
す
べ
き
も
の
で
は
な
ぐ
、

「
公
償
問
符
潟
紗
崇
之

準
備
、
而
提
高
共
債
、
紗
票
以
有
公
債
以
規
準
備
、
得
能
紺
持
共
償
、
一
一
者
相
依
潟
命
。
若
求
共
買
力
之
所
在
、
則
定
空
洞
洞
、
宅

無
着
落
立
~
。
し
と
い
っ
て
は
あ
る
が
、
支
那
政
府
内
閲
公
債
を
以
て
す
る
保
設
準
備
た
る
や
一
旦
、
紙
幣
先
抑
制
請
求
の
継
起
す
る
に
至

ら
ば
、
そ
の
泉
直
ち
に
銀
行
預
金
に
波
及
す
る
の
賓
情
に
あ
っ
た
。
「
一
旦
風
潮
随
起
、
桝
党
者
接
麗
而
至
。
六
成
現
洋
準
備
、
腕
息

間
態
。
惟
有
櫛
公
値
化
翁
現
金
、
爾
時
公
債
債
格
必
朕
、
而
保
誇
準
備
愈
形
薄
弱
虫
〈
。
子
此
之
時
、
惟
有
榔
刷
有
款
之
準
備
、
以
鴻

繭
補
、
而
存
款
不
能
桂
取
実
。
子
是
風
潮
由
紗
票
而
及
存
款
、
而
銀
行
問
先
紗
慕
而
累
及
存
戸
。
欲
維
持
而
反
破
壊
・
欲
恢
復
而
反

不
振
。
今
日
己
有
此
穏
現
象
、
退
論
粥
来
、
故
以
公
債
錦
紗
国
首
之
準
備
、
決
非
良
策
。
」
と
論
断
を
下
さ
ぎ
る
を
得
た
か
っ
た
も
の
で

あ
る
。
き
れ
ば
か
か
る
事
情
の
下
に
あ
つ
で
も
敢
て
公
債
を
以
て
紙
幣
強
行
の
保
詮
準
備
た
ら
し
む
べ
し
と
せ
ば
「
孜
取
締
依
例
之

反目
足的
鴻
銀無
1'=r ヲド
信以
用政
之府
巣之

倍
以用
今 1Z
日届

山て

車種

ま葬
M 之
、信

111 里1
而卦
維ぎ
持。

蓬カ目
蓬政
勃 J白
勃之
之信
銀用
1f 日百

E若者
肯~ 1P1 
推作
耳石 鋳

壁銀
器行

之 1言
月1 月1
送ナ

モ向 1~
L 旨配
と
い如
へ其
る イJ
如宇
く

政
府
白
信
用
確
聞
た
る
を
強
請
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
若
し
然
る
を
得
ぎ
る
に
沿
い
て
は
右
取
締
保
例
は
到
底
資
放
を
皐
げ
得
る
も
の

で
は
左
か
っ
た
と
い
は
泣
け
れ
ば
註
ら
ぬ
。

a 

公
庫
制
の
生
成
槙
縁

停
五
十
二
巻

六
九

第

銃

六
九

9) 馬寅初、評修豆取締紙i梓僚例、銀行月刊第二巻第三競 pp.1-4 
Z司前弱、評修正現姉紙幣時例、 p.3 
Il)前掲、評修正取締紙幣保例 PP.3-4
Z則前掲、評藤正取締紙IiH際例 P.3



生
庫
制
D
生
成
地
四
歳

第
五
十
二
審

第

擁

七
O 

七
C 

多
数
後
行
制
の
練
陥

修
正
取
締
紙
幣
嶋
崎
例
は
そ
の
改
行
制
度
主
強
化
し
得
る
や
に
雑
却
を
包
古
川
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
官
時
、
故
前
の
紙
幣
制
度
比

封
ナ
る
意
見
を
総
指
し
て
と
れ
を
摘
録
す
れ
ば
左
列
の
如
き
も
の
が
得
ら
れ
る
。

(
一
)
政
府
向
主
統
一
後
行
紙
幣
之
棒
、
採
取
少
数
中
央
銀
行
之
制
。

(
二
)
中
交
南
行
之
銀
貨
準
備
、
集
中
於

X
津
、
上
海
、
渓
口
、
重
度
、
民
州
、
長
春
、
六
慮
、
他
庭
均
不
先
現
。

(
一
二
)
各
省
官
商
銀
銭
行
競
強
行
票
紙
、
未
護
者
不
准
品
川
市
夜
、
巳
護
者
逐
漸
敗
同
。

(
四
)
外
岡
銀
行
渡
行
紗
阿
古
之
数
、
以
最
近
=
一
年
之
平
均
数
潟
根
準
、
砥
可
減
少
、
不
可
増
加
、
並
得
定
一
年
限
一
連
湘
牧
向
。

(
五
)
上
項
紙
幣
牧
同
以
後
、
庭
師
例
中
交
雨
銀
行
設
行
。

(
六
)
雨
仔
議
行
之
教
、
以
経
済
祇
態
日
見
後
述
、
不
能
顕
鈎
規
定
。

統
幣
続
一
に
つ
い
て
は
多
数
銀
銭
行
崎
明
白
紗
援
護
行
特
権
を
潮
吹
岡
牧
し
て
中
関
銀
行
、
安
泊
銀
行
を
し
ナ
一
少
数
中
央
銀
行
制
を

採
ら
し
め
ん
と
ナ
る
む
で
あ
っ
た
が
、
中
岡
、
交
通
銀
行
を
並
立
せ
し
め
て
中
央
銀
行
と
し
、
と
れ
に
祇
幣
後
行
む
特
楼
を
享
受
せ

し
む
る
に
つ
い
て
は
大
い
に
そ
の
九
日
否
を
問
ふ
の
情
勢
は
あ
り
、
然
も
登
山
事
銀
行
を
皐
一
中
央
銀
行
た
ら
し
む
べ
き
に
は
賓
朕
の
未

だ
こ
れ
が
寅
現
へ
近
接
し
得
る
も
の
で
は
-
な
か
っ
匹
。

支
那
紙
幣
の
致
行
不
集
中
に
し
て
財
政
部
よ
り
許
可
を
得
し
銀
行
は
各
潤
自
に
銀
行
伯
郡
を
発
行
し
た
結
果
は
必
然
そ
の
流
弊
が
作

は
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
の
回
収
も
通
弊
と
さ
れ
た
る
は
経
済
界
の
賞
需
に
添
は
や
し
て
、
各
行
の
積
極
的
強
行
円
一
結
巣
と
し
て
不

a 

自
然
の
膨
脹
に
陥
る
と
と
で
あ
り
、
競
争
護
行
白
下
に
あ
っ
て
は
「
強
行
遜
就
之
方
法
愈
多
、
則
E
営
後
行
之
途
経
愈
狭
」
と
友
り
て

前掲、担幣続一興霊行艇幣制度之研究 p.510 
E. Kann， Modern Banknote::; ln China， Fmance & Commerce， Al1g. 4， 1937， 
p. II8; Aug. II， 1937， pp. 140-142 
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は
そ
の
膨
脹
面
白
紙
幣
の
基
礎
は
脆
弱
た
ら
ぎ
る
を
得
な
い
の
で
あ
り
、
膨
脹
紙
幣
は
「
在
平
時
中
矯
殻
行
急
進
各
行
総
幣
之
君
斥

市
町
、
務
行
穏
健
各
行
紙
幣
之
不
易
推
行
L

で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
多
数
議
行
制
に
よ
り
各
行
白
市
直
行
家
指
庚
は
枇
舎
の
賞
需
を
無

制
し
て
泊
貨
膨
脹
と
た
る
べ
く
、
そ
れ
は
必
然
物
償
騰
交
と
な
る
を
弊
害
の
一
と
し
た
。

然
も
非
常
時
に
際
合
し
て
は
多
数
議
行
制
の
ま
L
K
沿
い
て
は
金
融
念
迫
せ
る
に
封
し
℃
己
れ
が
救
急
の
役
割
を
川
市
し
得
中
、
は
14γ

ろ
逆
現
象
を
呈
す
る
を
弊
と
し
た
。
平
時
銀
行
は
既
に
銀
行
中
雰
多
獲
に
懸
命
た
り
し
に
よ
り
、

一
度
経
済
混
飢
に
遭
遇
せ
ば
、
紗
葉

信
加
は
動
揺
し
易
く
、
取
付
の
危
険
K
暴
さ
れ
従
て
一
民
金
へ
の
危
険
波
及
白
下
院
を
件
ム
に
よ
り
、
経
済
混
乱
期
に
は
各
後
家
銀
行
は

牧
縮
策
を
励
行
し
、
新
貸
付
を
差
控
え
、
高
貸
付
の
浦
期
白
も
む
は
陪
績
回
収
す
る
こ
と
と
左
り
、
同
牧
は
常
然
銀
行
家
の
牧
縮
?
と

在
る
の
で
あ
っ
た
。
遁
貨
快
乏
を
梢
救
す
べ
き
時
に
或
は
党
旗
増
加
に
よ
り
、
或
は
閏
動
取
岡
に
よ
り
、
或
は
現
金
流
出
防
止
の

た
め
務
行
各
行
間
他
行
雰
の
互
賊
の
風
を
生
じ
銀
行
谷
は
減
少
し
併
せ
て
改
行
名
行
は
そ
の
準
備
増
厚
の
皐
に
出
で
、
か
く
し
て
一

同
銀
行
中
部
の
牧
縮
に
加
へ
て
他
聞
現
金
の
減
少
を
五
し
市
而
の
通
貨
依
乏
主
加
ふ
べ
き
を
弊
容
の
一
一
と
し
た
。
金
融
念
抽
一
時
銀
折
乃

至
洋
訴
が
如
何
忙
高
卒
に
亙
り
し
か
の
一
斑
を
左
記
に
見
る
と
と
が
同
来
る
。

恐
慌
之
時
、
品
開
架
奥
現
銀
同
時
品
開
少
、
銀
根
奇
緊
、
銀
折
大
様
、
所
開
銀
折
師
毎
千
嗣
銀
子
毎
日
之
利
息
也
。
自
陵
雨
改
元
賀
行
後
、
銀
折
巳
取
泊
、

改
闘
洋
折
、
印
特
千
元
毎
日
之
利
息
也
。
共
理
品
別
同
、
洋
折
高
即
利
息
重
、
故
我
図
金
融
市
場
之
刺
息
、
往
往
於
短
期
間
内
減
至
数
倍
、
如
改
用
百
分

数
計
算
、
可
以
高
至
数
百
者
、
外
人
毎
英
明
其
妙
、
在
外
岡
利
率
品
、
臥
懐
至
た
山
浪
、
其
噌
加
之
百
分
数
、
己
建
百
分
之
十
幾
、
足
錦
銀
根
脊
緊
之
表

示
。
而
我
岡
傑
忽
之
閥
、
其
境
化
印
有
百
分
之
駿
百
者
、
強
行
制
度
之
快
動
、
有
以
致
之
官
。

四

銀
行
公
庫
品
川
換
券
に
よ
る
矯
正

か
〈
て
支
那
O
護
行
制
度
に
は
伸
縮
作
用
は
需
給
に
反
作
用
す
る
結
果
を
仲
ふ
も
の
と
評
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
需
要
急
左
る
白

• 

公
庫
制
白
生
成
樹
艦

第
五
十
二
巻

官事

掠

七

七

平時各行収主主他行之叫票、分別別問、互相換同本行卦票。恐慌時則包好貯旗、
以待他行革党本行紗票時抵付之用。 克至現款流出。 此縞防守法。
此タB!有誕攻法 錦阻Jjl(，品銀計 量少諜不得不Jjl(縮。(首君主局、中岡之新金
融政策 p.179) 16) 前摘、中岡之新金融政策 p.178 
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岳
庫
制
丹
生
成
機
橡

セ

-h 

第
五
+
ニ
巻

事存

続

時
設
行
が
減
じ
、
需
要
綾
な
る
時
強
行
が
増
し
、
膝
仲
反
縮
、
鹿
紛
反
仲
の
弊
を
解
決
せ
ん
と
と
忙
紙
幣
問
題
が
か
か
っ
て
来
る
の

で
あ
っ
た
。

比
項
地
段
重
町
軍
待
解
決
之
問
題
、
栂
要
畢
之
、
不
川
町
雨
端
、
(
一
)
現
駅
下
之
護
行
、
在
平
時
援
行
有
不
白
熱
膨
脹
之
趨
勢
、
其
結
果
鴻
護
行
念
謹
各

行
紙
幣
之
充
斥
市
面
、
而
法
行
穏
健
各
行
紙
幣
之
不
易
推
行
。
(
一
一
)
在
非
常
時
期
、
遊
行
有
杭
度
牧
縮
之
趨
勢
、
其
結
果
得
減
少
市
場
担
貨
之
数
量
、

阿
靖
加
恐
慌
躍
重
之
程
度
。

一
個
単
一
銀
行
の
都
民
行
に
統
節
す
る
を
得
中
長
し
で
も
、
解
決
を
急
ぐ
べ
き
は
、
平
時
に
あ
り
て
は
各
行
の
小
利
を
食
阿
し
て
殻

か
過
多
に
陥
り
、
枇
舎
の
需
要
忙
帥
け
は
宮
る
紙
幣
流
描
の
品
川
口
大
を
避
け
し
め
、
間
帯
念
時
に
際
し
で
は
白
願
に
逗
な
〈
相
続
ひ
て
収
縮

し
、
流
過
の
紙
幣
却
っ
て
過
少
と
左
り
枇
舎
の
寅
需
に
背
馳
せ
し
弊
を
防
止
す
る
に
る
っ
た
。
モ
れ
は
銀
行
本
然
の
義
務
主
平
時
に

あ
り
で
も
非
常
時
に
あ
り
て
も
滋
行
せ
し
め
、
平
常
時
に
あ
り
で
は
枇
合
経
済
白
基
礎
を
益
々
強
同
た
ら
し
め
、
非
常
時
に
あ
り
て

は
そ
の
恐
慌
欣
態
を
毎
々
深
刻
友
ら
し
む
る
と
左
左
昔
を
義
行
制
度
上
に
求
め
ん
と
す
る
も
の
た
り
で
あ
っ
た
。

全
国
紙
幣
を
一
側
銀
行
に
集
中
す
る
を
得
危
か
っ
た
と
し
て
も
印
ち
中
央
銀
行
に
よ
る
統
一
が
そ
白
任
に
建
せ
や
と
し
て
も
集
中

の
放
川
沿
を
粛
し
得
る
制
度
へ
の
要
望
は
深
ま
っ
た
。
集
中
の
資
を
事
げ
る
を
得
ば
各
銀
行
聞
の
設
行
競
争
以
抑
へ
ら
れ
、
平
常
時
に

沿
い
て
は
紙
幣
の
人
矯
的
膨
脹
が
同
位
さ
れ
、
集
中
に
よ
り
各
銀
行
は
個
別
の
自
衛
を
謀
る
を
要
せ
十
、
恐
慌
時
に
骨
付
る
紙
幣
の

人
銭
的
牧
縮
が
挫
免
さ
れ
る
を
期
待
し
た
の
で
あ
る
。
か
〈
て
集
中
に
よ
り
信
用
劃
一
と
た
り
平
常
時
に
岩
い
て
統
泡
の
鍛
大
が
促

迭
さ
れ
る
と
共
に
非
常
時
に
沿
い
て
は
無
謀
の
先
換
請
求
を
防
止
し
得
て
、
そ
れ
は
護
行
査
の
増
大
を
致
ナ
と
央
K
布
団
の
賢
一
需
に

照
合
し
得
て
仲
縮
力
を
渡
部
せ
し
め
得
ん
己
と
を
待
望
す
る
の
で
あ
っ
た
。
か
か
る
見
地
よ
り
求
め
ら
れ
る
遊
行
の
集
中
は
軍
一
ー
中

a 

央
銀
行
に
よ
る
統
一
を
情
か
ざ
る
べ
か
ら
宇
と
せ
ば
一
腹
公
庫
制
の
採
用
を
封
象
と
し
友
け
れ
ぽ
段
ち
た
か
っ
た
。

公
庫
制
は
各
議
行
銀
行
の
代
表
が
と
れ
を
組
織
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
中
央
銀
行
も
公
庫
制
K
一
構
成
員
と
し
て
参
加
す
る
白
で

p-44 前掲、中岡金融軒先月)



あ
り
、
会
図
紙
幣
を
総
て
公
席
よ
り
愛
行
す
る
己
と
と
し
、
金
準
備
も
公
庫
に
保
有
ナ
る
己
と
に
た
り
、
か
〈
し
て
溌
行
の
寅
力
を

加
へ
、
統
一
致
行
の
賢
殺
を
得
せ
し
め
る
に
あ
る
。

一
見
し
て
公
庫
制
は
多
数
褒
行
制
の
通
弊
を
防
止
し
得
る
も
の
白
如
く
で
は
あ

る
が
、
一
問
、
公
庫
制
は
最
終
完
備
の
制
度
で
は
た
く
、
多
数
夜
行
制
上
り
完
全
車
一
後
行
制
へ
白
過
渡
的
燐
訟
と
も
見
ら
る
べ
く
、

云
は
ば
多
数
獲
行
制
の
下
に
統
師
の
策
を
企
劃
し
た
る
も
の
一
在
る
に
上
り
、
公
庫
制
に
は
そ
の
有
利
と
す
る
側
面
が
品
る
と
共
に
不

利
と
す
る
側
闘
の
仲
ふ
を
否
定
し
得
泣
い
の
で
あ
る
。

先
づ
公
庫
制
D
有
利
と
す
る
所
は
弐
の
如
〈
で
あ
っ
た
。
印
ち
公
庫
よ
り
集
中
務
行
さ
る
る
伏
幣
は
従
前
の
如
き
種
類
複
雑
、
優

劣
不
費
に
し
て
健
也
容
易
な
り
し
を
挫
け
、
精
印
の
優
良
紙
幣
忙
は
協
法
減
少
ナ
ペ
〈
、
然
も
と
れ
が
成
本
印
ち
印
池
費
白
如
吉
原

債
も
割
安
に
し
て
信
肘
の
蹟
大
に
資
し
得
ぺ
し
B

と
す
る
に
あ
っ
た
。
判
明
祝
行
を
希
望
す
る
銀
行
は
法
に
照
し
亡
現
金
六
割
、
有
償
諸
拍
車

四
削
を
備
へ
て
己
れ
を
公
庫
に
叫
直
交
す
れ
ぽ
帥
ち
「
領
殻
紗
票
」
を
得
る
仕
組
を
と
る
の
で
あ
っ
た
。
削
ち
皐
げ
ら
れ
た
る
利
組
は

以
A

庫
制
に
よ
る
護
簿
上
の
利
使
、
統
尚
の
擁
犬
、
債
値
む
維
持
で
あ
る
。

五

停
先
公
庫
雰
に
よ
る
準
備
保
管

絞
幣
統
一
問
題
に
閲
し
て
銀
準
備
を
以
て
す
る
の
如
何
は
、
銀
偵
高
騰
時
に
際
し
て
の
制
策
上
、
特
に
注
意
を
喚
起
す
る
の
要

b

り
し
を
「
若
五
口
園
、
原
崎
刷
用
銀
園
、
銀
之
債
絡
脱
余
震
特
移
、
而
共
料
勤
続
大
。
設
布
特
別
原
閃
致
令
銀
債
暴
夜
、

4

口
閥
針
外
匪
A
L

自
潟
順
利
、
銀
債
流
出
、
亦
勢
所
必
然
。
若
無
保
謎
方
法
、
銀
貨
準
備
必
至
減
少
、
而
以
僚
例
闘
係
、
紙
幣
亦
必
依
比
例
枇
問
。
共

結
果
印
市
揚
快
乏
泊
貨
而
物
債
低
落
、
人
心
位
懐
、
而
恐
慌
於
以
愛
生
。
準
備
金
関
係
一
因
之
金
融
有
如
此
者
能
不
早
肖
鋳
計
以
潟

銀
債
鎚
動
之
防
備
乎
q

愚
意
提
高
貼
現
率
之
法
、
殊
不
能
油
周
於
五
同
国
、
閃
銀
償
援
動
獲
利
之
大
、
有
時
非
利
息
所
可
此
問
、
則
必

a 

部
五
十
二
巻

七

静

擁

七

公
庫
制
の
生
成
機
株

公債の品白保置準備とせず。18) 



会
庫
制
の
生
成
機
穐

告
五
十
二
容

第

抗

七
[l!.l 

七
山

終
十
主
語
法
律
技
力
祭
止
銀
貸
出
口
歎
O
L
に
見
私
。

紙
幣
統
一
問
題
に
閲
し
て
銀
準
備
D
如
何
は
銃
に
と
れ
が
考
慮
を
要
求
さ
れ
た
る
所
あ
り
し
は
上
漣
の
如
ぐ
で
あ
っ
た
が
、
現
賓

に
銀
問
題
は
支
那
朝
野
の
注
意

E
惹
起
す
る
に
至
っ
た
。
「
貨
幣
之
統
制
」
或
は
「
幣
制
之
改
革
」
た

E
が
提
唱
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

と
れ
等
白
前
提
と
し
て
先
づ
紙
幣
問
題
が
解
決
さ
れ
る
べ
き
要
請
が
か
か
っ
た
の
で
あ
り
、
然
ら
ば
材
料
幣
問
題
の
解
決
忙
は
銀
問
題

は
如
何
に
取
扱
れ
た
か
を
公
庫
制
に
印
し
て
見
る
に
弐
の
如
く
で
あ
っ
た
。
公
庫
制
に
よ
る
時
は
貿
易
が
入
超
に
続
く
と
も
か
つ
て

の
現
銀
流
出
に
叶
し
有
効
趨
切
左
る
牽
制
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
は
入
超
に
よ
る
決
拘
引
を
紙
幣
不
先
換
の
立
場
印
ち
支
那
物

財
を
以
て
支
挑
は
し
め
ん
と
す
る
も
り
で
あ
る
。
か
く
す
る
己
と
が
支
那
の
針
外
貿
易
を
自
ら
平
衡
せ
し
む
る
も
の
で
あ
り
、
か
く

て
入
超
問
題
を
解
決
す
る
白
み
夜
ら
十
、
銀
流
出
問
題
も
解
決
す
る
と
見
た
の
で
あ
る
。

倫
国
岡
外
貿
易
入
超
過
矩
、
現
銀
有
流
出
之
危
険
、
則
全
部
動
車
立
時
停
止
党
換
、
井
非
難
事
。
那
時
外
貨
雌
仰
時
競
語
口
、
外
向
所
収
得
之
代
倒
、

悉
矯
不
党
現
之
紙
幣
、
如
不
帯
同
本
問
、
祇
有
向
巾
同
購
買
土
賞
、
運
岡
本
閣
、
我
之
劃
件
貿
易
問
能
平
街
。
外
人
事
不
桔
反
封
我
閣
卦
諜
之
不
宜
明
、

蓋
錦
我
閣
貨
幣
之
制
度
、
自
有
権
冊
、
不
宇
他
人
世
陵
、
現
在
世
界
放
棄
金
本
牧
者
有
一
一
一
十
儲
困
之
多
、
調
於
紙
幣
均
不
党
現
、
誰
能
干
捗
其
党
現

判
的

乎
。
我
市
川
呆
能
如
是
、
不
伺
入
組
問
題
可
以
解
決
、
印
円
銀
問
商
事
同
時
解
決
央
。

公
庫
制
下
に
査
部
の
紙
幣
を
先
換
停
止
せ
し
め
る
は
支
那
貨
幣
制
度
の
自
有
槽
術
友
り
と
す
る
は
容
認
し
て
も
、
入
超
の
決
怖
を

相
手
闘
が
支
那
土
貨
白
購
入
に
求
め
し
揚
合
、
支
那
i
貨
が
そ
れ
に
熔
ビ
得
る
能
力
あ
る
も
の
な
り
ゃ
に
多
大
の
疑
問
を
捕
ま
ざ
る

争
得
な
い
。
凡
そ
貿
易
に
し
て
入
超
と
な
り
貿
易
外
肋
定
の
収
支
を
綜
合
し
て
も
と
れ
が
決
怖
を
左
し
得
ざ
る
揚
合
、
金
一
銀
を
以
て

支
抑
ふ
を
得
ざ
れ
ば
、
究
極
に
長
い
て
物
財
乃
一
主
持
務
に
よ
る
支
曲
折
は
均
術
保
持
上
期
待
す
ペ
聖
所
で
あ
る
。

E
れ
が
詐
さ
れ
ざ
る

沼

と
せ
ば
所
謂
後
進
図
た
る
債
務
闘
は
政
綻
に
陥
る
に
五
る
は
首
然
警
戒
さ
る
べ
き
所
で
あ
る
。
支
那
の
如
ぐ
消
費
不
足
に
よ
る
所
謂

a 

泊
費
入
超
か
、

一
歩
去
進
め
て
生
産
を
消
費
に
針
舷
せ
し
む
る
た
め
の
一
資
本
受
入
に
よ
る
受
資
入
超

ι沿
い
て
は
貿
易
は
入
超
の
傾

19) 前抱、紙幣紘一興務行紙幣制庭之肝究 pp. 513-514 根本的救拍策差して
は銀本fすそのものの腹除まで、 1，1'時ill:に論J吐きるべきも白となってゐた。
A 可V_Pinnick， Silver and China~ 1930， pp. 44-53 
前稿、，~闘之新金融政策 p. r8r 20) 



向
を
と
る
べ
く
、
そ
れ
が
漸
く
生
曜
興
隆
に
向
ム
に
従
ひ
利
息
を
支
梯
ム
を
得
る
程
度
に
淫
し
た
と
し
て
所
謂
配
利
山
内
超
K
抑
止
た

る
時
に
は
か
つ
て
の
投
資
圏
は
支
那
よ
り
の
物
財
乃
至
弁
務
を
以
て
す
る
配
利
受
入
を
担
否
ず
る
は
容
認
さ
る
ぺ
き
で
友
い
。
併
し

と
と
で
は
消
費
入
超
乃
xh
受
資
入
超
を
腕
し
得
在
い
貿
易

t
の
注
調
に
つ
い
て
直
ち
に
支
那
白
土
貨
を
入
超
決
済
の
反
針
給
付
と
し

間

ω

て
相
手
闘
に
購
見
せ
し
む
る
己
と
が
可
能
な
る
欣
態
を
支
却
に
求
め
待
し
や
と
反
駁
せ
ざ
る
を
得
左
い
。

公
庫
制
防
止
白
銀
外
流
之
作
用
、
較
徴
稔
制
頁
謹
一
歩
、
不
恒
伎
放
槽
者
不
龍
輸
出
白
銀
、
師
正
常
一
韮
出
口
商
人
本
不
能
輪
問
、
葉
欲
宮
校
公
庫
制
之

精
神
、
非
比
不
可
。
白
銀
既
組
劃
不
能
轍
問
、
外
貨
準
日
勢
必
崎
山
ア
、
囚
輪
選
外
究
者
、
所
得
代
慣
濡
祇
幣
、
帯
岡
本
閥
、
奉
無
用
車
、
非
購
収
中
闘

士
貨
不
可
、
其
不
願
購
環
中
闘
士
究
者
、
則
不
敢
輪
入
失
。
故
公
庫
制
如
龍
賀
行
、
可
叫
資
生
二
種
殻
果
、
一
謹
口
貸
減

φ
、
二
間
口
賃
帯
加
。
合
而

言
之
、
印
可
減
少
入
超
、

銀
流
出
。
針
策
と
し
て
の
公
庫
制
の
運
皆
よ
り
生
中
る
利
賄
は
従
来
の
白
銀
出
口
積
よ
り
は
強
力
友
る
も
の
友
り
?
と
見
る
も
、
果

し
て
銀
流
出
防
止
の
根
本
排
法
た
り
得
る
や
に
疑
問
を
持
つ
。
銀
愉
出
税
は
投
機
者
の
中
外
銀
債
の
不
同
を
利
用
し
銀
を
鴨
川
し
て

以
て
彼
此
の
差
額
利
益
を
獲
取
す
る
は
減
少
せ
し
む
べ
し
と
す
る
は
一
際
承
認
し
得
る
所
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
厄
常
左
右
貿
易
が
入

趨
に
し
て
貿
易
外
勘
定
に
相
殺
項
目
主
事
げ
得
ざ
る
に
沿
い
で
、
銀
を
帰
山
し
て
決
済
寸
ぎ
る
べ
か
ら
ぎ
る
限
り
、
銀
流
出
。
徹
底

解
決
は
入
超
の
根
本
解
決
E
M
R
請
す
る
も
り
と
な
ら
ざ
る
を
得
た
い
。
己
れ
に
つ
い
て
「
封
於
入
超
問
題
・
部
見
以
潟
解
決
之
方
法
、

最
好
利
用
各
省
在
民
衆
運
動
組
織
法
卜
所
組
織
之
商
合
及
工
商
同
業
公
合
、
以
作
費
行
統
制
貿
易
之
初
歩
、
庶
可
角
去
中
央
官
冊
穂
困

難
、
同
時
五
時
駒
山
獲
寅
附
笹
山
明
洋
貨
之
も
」
が
あ
る
が
、
図
内
経
費
者
に
よ
る
不
念
財
貨
の
輸
入
統
制
、
岡
力
事
貝
に
よ
る
輸
出

統
制
は
最
有
投
策
た
る
べ
き
も
直
ち
に
と
れ
に
全
面
的
の
期
待
を
か
け
得
る
か
否
か
辻
堂
時
支
那
D
貢
献
に
附
し
て
断
じ
注
ぐ
て
は

友
ら
血
も
白
で
あ
っ
た
。
此
種
解
決
法
に
直
ち
に
期
待
か
け
得
ら
れ
ざ
る
に
よ
り
、
馬
氏
も
一
歩
を
譲
り
て
「
今
姑
仮
定
此
法
(
利
用

a 

品
庫
制
白
生
成
樹
雄

七
五

僚

就

七
五

第
五
十
二
容

銀
行
、
出

或
銀
現
牧

、
商
党
舵

票
持
求
府

班
欠
諸
政

荘
静
国
首
雌

銭
、
掛
故

以
後
持
、

付
算
必
銀

商
清
行
現

車
、
銀
央

由
帳
商
劃

皆
牧
件
克

都
行
、
不

大
銀
事
仰

}
或
齢
、

問
荘
凹
軒

並
鋳
甘
銭

賀
商
行
或

洋
帯
担
行

、
向
戎
銀

序
幕
荘
向

無
本
錨
草

漫
或
怖
在

昔
、、

葉
銀
口

持
湛
現
出

設
持
以
運

行
商
付
裳

銀
外
領
或

圏
、
必
巾

我
票
扶
庫

日
本
貨
存

今
行
之
牧

2') 



公
庫
制
自
生
成
機
韓

七
六

七
六

第
五
十
一
巻

多事

競

未
能
拾
行
量
利
、
返
而
思
共
抗
。
則
有
公
庫
制
話
、
或
亦
不
夫
銭
解
決
貿
易
入
超
興
白
銀
外
流
諸
問
題
之
一

同
業
公
官
、
統
制
貿
易
)

策
也
」
と
し
向
。
銀
流
山
に
つ
い
て
の
針
策
と
し
て
は
出
口
税
乃
至
平
衡
枕
の
課
せ
ら
れ
て
投
機
阻
止
の
措
置
り
諦
ぜ
ら
れ
た
る
も

り
あ
り
し
も
、
正
営
商
人
に
よ
る
輪
山
川
は
そ
の
出
口
を
許
さ
る
る
に
よ
り
白
銀
山
口
税
(
銀
輸
出
穂
)

は
僅
に
そ
の
輪
出
を
相
針
的
に

制
限
す
る
も
の
で
あ
り
、
絶
針
的
に
そ
の
輸
出
を
防
止
す
る
も
白
で
は
友
〈
、
投
機
も
完
全
に
防
止
さ
れ
た
も
の
で
は
友
か
っ
た
か

ら
・
銀
流
出
に
針
策
を
強
化
し
在
け
れ
ば
た
ち
泣
い
。
そ
れ
が
統
制
貿
易
白
方
法
に
者
い
て
着
手
間
来
な
い
と
せ
ば
公
庫
制
が
そ
の

幻

役
割
を
某
ナ
ペ
く
一
策
た
り
得
べ
し
、
と
し
て
と
亡
に
も
公
庫
制
の
利
黙
が
串
げ
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
公
庫
制
は
各
殻
行
銀
行
の

準
備
を
公
庫
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
紙
幣
は
公
庫
か
ら
唆
出
さ
れ
る
機
株
下
に
編
成
さ
れ
る
。
然
も
と
の
種
の
紗
巣
は

先
換
さ
れ
た
い
と
す
る
に
ゐ
い
て
如
卜
の
剖
策
と
左
り
得
る
。
と
の
鼎
特
に
「
此
種
紗
票
並
不
先
現
、
凶
組
織
公
庫
制
之
は
的
、
原

潟
防
止
白
銀
外
流
、
非
停
止
紗
要
党
現
不
可
。
伯
紗
葉
何
川
可
A
凡
現
、
奥
現
赦
無
臭
、
則
何
費
千
公
斥
制
、
使
合
融
徒
起
一
穂
糾
紛
乎
O
L

と
白
銀
問
題
に
関
聯
し
て
強
調
せ
し
を
見
る
。
銀
流
出
に
つ
い
て
公
庫
制
が
閑
却
し
て
よ
く
そ
り
機
械
を
某
し
得
る
や
に
は
公
庫
別
に

よ
っ
て
そ
れ
が
入
超
問
題
を
直
ち
に
解
決
し
得
す
る
と
同
較
に
銀
問
題
に
つ
い
て
も
査
問
的
解
決
を
期
待
仕
出
来
た
か
っ
た
が
、
従

来
の
措
置
よ
り
一
歩
前
進
し
た
る
針
策
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ん
と
す
る
を
否
定
す
る
も
白
で
は
た
い
。

公
庫
制
の
貰
行
は
各
行
を
し
て
現
金
並
に
有
憤
詮
鼻
持
を
公
庫
に
提
供
し
領
用
の
仕
組
に
告
か
れ
る
か
ら
各
銀
行
の
準
備
は
公
庫
に

集
中
さ
れ
、
準
備
の
集
中
は
前
掲
の
如
〈
入
超
問
題
総
て
白
銀
問
題
に
関
し
て
機
構
上
の
有
利
性
が
認
め
ら
れ
た
。
更
に
串
げ
ら
れ

る
利
貼
は
戦
時
に
む
け
る
準
備
金
の
移
動
乃
至
保
誌
の
容
易
性
忙
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
と
と
に
引
川
せ
し
馬
氏
の
論
活
は
民
図
二
十

五
年
末
の
愛
刊
で
あ
る
か
ら
支
那
事
理
勃
発
の
一
年
前
で
あ
る
が
、
戦
時
に
む
け
る
準
備
金
に
つ
い
て
の
具
開
例
に
は
特
に
我
凶
を

a 

目
指
し
て
次
の
如
〈
に
記
載
せ
し
も
の
を
見
る
。

口説、而現銀流sl之勢、仙不能、非偶然也。何時喝、中園之新金融政策 P.171)
E. Cnanan， Balance of Trade Delusions， Sldney Ball Lecture~ Nov. 13， 
1931 23) 作田博士、世界組関皐 pp.321-323 P皿 nick，ibid. pp 
53-57. pp. 62-66 
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印
将
来
世
界
第
二
衣
大
職
時
、
日
本
蓮
攻
上
海
、
我
之
準
備
金
移
動
本
品
。
究
臨
帯
圭
何
庭
、
開
成
問
題
、
五
同
意
膳
随
軍
事
中
心
矯
璃
移
、
於
是
準
備

金
頼
軍
隊
之
保
護
、
不
豆
喪
失
、
妙
事
信
用
得
且
維
持
、
軍
件
又
輔
準
備
金
之
稽
閥
、
金
融
流
題
提
使
、
人
心
安
定
、
軍
b
事
不
致
劃
格
、
二
者
相
依

怨
命
、
不
可
須
山
凡
離
也
。
現
在
我
凶
庭
付
未
来
大
戦
之
計
割
、
雌
無
甚
大
規
模
、
而
宝
酒
事
業
之
建
設
、
則
ホ
哨
可
窺
見
一
斑
、
将
来
於
準

お

備
金
之
移
動
、
己
多
所
個
利
尖
」
。

..... ，、

公

庫

制

の

弱

姑

公
庵
制
の
寅
胞
は
各
夜
行
銀
行
の
準
備
を
公
庫
に
集
中
す
る
の
で
あ
り
、
か
〈
て
公
庫
よ
り
議
行
さ
れ
る
紙
幣
は
先
換
す
る
か
先

換
せ
ざ
る
か
に
つ
い
て
は
師
遁
の
知
〈
で
あ
る
。
然
も
と
の
機
傭
下
に
あ
っ
て
は
紙
幣
の
先
換
は
停
止
さ
ナ
と
も
祇
幣
の
慣
値
は
理

論
上
に
あ
っ
て
は
暴
落
に
至
ら
十
と
見
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
紙
幣
濫
設
の
結
果
と
事
情
を
同
ビ
く
す
る
も
白
で
た
〈
銀
本
位
乃
至

金
本
位
を
放
棄
す
る
も
り
で
は
な
い
と
し
て
、
所
謂
本
位
の
放
棄
す
げ
E
fる
に
非
中
し
て
特
に
乙
れ
を
本
位
よ
り
の
離
聞
す
E

で

あ
る
と
し
た
0
7公
庫
制
下
之
紙
幣
停
止
一
免
現
、
意
亦
狛
此
、
乃
不
鴻
也
、
非
不
能
也
。
」
と
し
て
先
換
を
た
し
能
は
ざ
る
に
非

P
、

た
さ
ざ
る
な
り
と
す
る
り
で
あ
る
が
、
そ
の
な
さ
ざ
る
は
園
川
町
白
事
情
K
針
臆
し
た
る
が
放
で
あ
り
内
部
事
情
と
し
て
準
備
が
空
虚

と
た
り
た
る
が
故
で
た
い
か
ら
で
あ
る
と
し
た
。
郎
ち
一
行
の
後
紗
を
な
肯
ん
と
す
る
や
、
現
金
六
割
、
有
償
誇
務
費
憤
四
割
の
も

D
主
公
庫
に
提
供
し
た
る
は
以
て
準
備
を
克
費
し
て
と
れ
者
恭
礎

i

む
し
た
る
領
用
制
忙
本
〈
も
り
在
る
に
よ
り
、
準
備
物
領
値
喪
失

せ
ざ
れ
ば
そ
り
代
表
紙
幣
も
亦
共
の
慎
値
を
喪
失
せ
や
と
し
た
。
己
の
理
論
上
白
根
撲
は
一
一
服
承
認
す
る
と
し
て
も
先
き
に
貿
易
入

超
問
題
と
銀
流
出
問
題
白
闘
係
に
つ
い
て
踊
れ
た
る
危
慢
と
共
に
公
庫
北
悼
の
憤
値
維
持
を
困
難
と
な
ら
し
む
る
事
情
が
伏
在
す
る
。

そ
れ
は
寸
紗
証
明
之
畑
町
値
、
在
理
論
上
官
不
至
大
股
、
興
濫
夜
紙
幣
之
結
旧
市
固
不
同
、
由
時
枝
葉
金
本
位
亦
不
同
、
萱
的
布
十
足
債
値
之

a 

第
五
十
=
巻

婚

披

そ1

七

公
庫
制
の
生
成
槽
綾

七
七

匂

n
h

p
p
P
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骨
庫
制
自
生
成
槽
縁

第
五
十
二
巷

第

挽

七
A 

七
f、

準
備
物
潟
基
礎
。
」
で
あ
っ
た
が
・
公
庫
制
寅
施
白
結
山
市
に
沿
い
て
「
中
岡
政
府
如
貴
行
公
庵
制
後
、
命
令
禁
銀
出
口
、

一
切
交
易
皆
須

一
般
同
定
牧
入
者
之
生
活
費
大
受
影
響
、
岡
防
費
之
支
州
、

亦
必
加
多
、
我
園
人
仰
受
重
大
不
利
、
頴
而
易
見
、
此
共
弊
也
O
L
と
し
て
そ
の
弊
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
削
。

以
不
公
現
紙
幣
錦
抹
介

中
国
貨
幣
侭
値
段
落
、
物
仮
騰
朗
、

一
図
の
園
内
産
業
の
整
備
、
針
外
貿
易
の
調
整
は
必
需
品
項
目
と
使
宜
品
項
目
の
取
扱
上
に
軽
重
を
要
ナ
ペ
〈
潟
梓
操
作
上
忙
も

別
注
の
針
策
を
諮
宇
べ
き
も
白
で
は
あ
る
が
、
支
那
経
済
の
寅
献
を
以
て
し
て
は
先
き
に
入
超
問
題
白
解
決
は
公
庫
制
の
み
に
上
り

て
川
先
さ
る
べ
き
本
易
性
を
見
出
し
得
た
い
。
さ
れ
ば
唄
ひ
て
入
超
問
題
の
解
決
を
求
む
れ
ば
図
民
生
活
水
諮
の
低
下
、
図
的
粧
済
建

設
の
停
滞
を
犠
牲
と
し
て
惹
起
せ
し
め
ざ
る
を
得
ナ
、
己
れ
を
悶
謎
せ
ん
と
せ
ば
必
需
品
と
し
て
の
食
料
品
、
必
需
品
と
し
て
の
原

料
品
、
必
需
品
と
し
て
白
建
設
資
材
の
騰
貴
を
招
来
す
ぺ
〈
、
然
も
貿
易
上
外
岡
人
の
介
柱
は
一
段
と
仮
格
の
騰
貴
を
促
す
と
と
に

も
た
る
事
情
を
想
起
し
友
〈
で
は
な
ら
血
。

き
れ
ば
公
庫
制
た
る
や
公
庫
に
そ
の
準
備
の
集
中
せ
ら
る
る
は
こ
れ
を
不
允
換
と
す
る
に
よ
り
所
謂
先
換
停
止
と
外
貌
を
同
ヒ
ふ

し
て
賓
質
を
具
忙
し
、

と
と
よ
り
抽
出
さ
れ
る
貿
易
入
超
問
題
と
銀
流
川
問
題
の
解
決
を
求
め
た
る
は
銀
輸
出
税
制
の
如
垂
よ
り
一

歩
宇
進
め
た
る
も
の
一
で
は
あ
っ
た
が
貿
易
制
経
に
つ
い
て
の
整
備
の
件
は
ざ
る
に
沿
い
て
は
所
期
の
目
的
を
県
し
符
る
も
の
で
は

た
か
っ
た
。

故
徴
税
制
興
品
庫
制
、
=
者
各
有
利
弊
、
紅
税
制
鵬
可
防
止
錨
幣
封
川
町
陸
相
川
之
一
一
同
様
、
市
不
能
絶
割
防
止
現
鋭
之
外
流
。
(
岡
際
貿
易
上
之
帆
文
仙
可

能
用
白
銀
、
以
供
輸
入
或
輸
出
之
用
)
。
公
庫
制
肱
可
防
止
羽
龍
之
外
流
、
而
不
能
使
貨
幣
釘
川
町
医
債
不
鉄
、
一
一
回
既
依
使
白
鶴
市
至
諸
問
、
同
時
又

欲
升
随
一
小
欧
、
二
者
不
可
得
栄
、
然
別
五
回
人
究
何
所
取
捨
利
。

a 

取
拾
に
迷
ム
の
態
度
は
首
然
有
害
の
軽
重
比
較
に
あ
る

b
け
で
あ
わ
二
馬
氏
は
占
語
「
問
中
骨
相
椛
取
共
較
」
の
態
度
に
沿
い
て
結
局
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公
庫
制
を
採
ち
ん
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
銀
流
出
白
弊
を
矯
め
る
と
共
に
物
質
騰
貴
の
閥
係
大
註
る
を
以
て
己
れ
を
防
止
せ
ざ
る
ぺ

か
ら
や
と
し
た
。
即
ち
公
庫
制
主
賓
施
し
て
銀
白
流
州
防
止
政
策
を
賀
行
し
た
る
と
同
時
に
流
弊
の
防
止
を
必
然
件
は
し
む
べ
く
、

そ
れ
に
は
外
岡
崎
刷
替
而
よ
り
被
る
物
債
験
騰
に
針
し
て
代
持
品
問
題
の
如
き
を
取
上
げ
た
の
で
あ
る
が
論
ビ
て
と
己
忙
至
れ
ば
、
針

内
経
消
建
設
、
針
外
貿
易
調
整
策
へ
の
要
請
た
る
べ
〈
問
題
は
更
に
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

か
く
り
如
く
公
庫
制
組
織
り
目
的
を
銀
流
山
防
止
に
あ
り
と
せ
ば
後
行
朱
は
停
允
と
し
、
若
し
渡
行
採
を
A
A
換
と
せ
ば
、
現
扶
と

相
単
一
た
し
と
り
建
前
に
告
い
て
、
モ
の
公
庫
制
の
設
行
集
中
を
銀
問
題
と
入
超
問
題
忙
闘
聯
せ
し
め
る
。

そ
れ
は
銀
輸
出
税
は
銀

流
州
防
止
白
根
本
排
法
売
ゎ
得
十
銀
波
川
の
糠
結
は
入
超
問
題
に
あ
り
と
し
、

銀
流
出
問
題
の
根
本
飾
決
を
阿
る
に
は
入
山
組
問
題

を
削
即
決
す
る
に
非
ざ
れ
ば
可
た
ら
十
と
し
て
、
求
め
て
公
庫
制
の
採
用
に
比
較
的
在
る
優
越
位
争
認
め
、
と
と
忙
己
れ
等
一
連
の
解

決
を
抽
出
せ
ん
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
銀
問
題
乃
至
入
超
問
題
を
離
れ
て
は
或
は
換
ニ
一
目
し
て
銀
行
公
庫
品
川
換
拍
車
y

と
し
て
む
公
庫
制

確
立
は
そ
白
日
棋
を
失
ふ
と
も
い
へ
や
、
公
庫
制
は
紙
幣
問
題
そ
れ
自
臨
む
解
決
の
方
途
で
あ
っ
た
と
と
忙
寧
ろ
羽
田
意
を
必
要
L
しす

る。
帥
ち
強
行
の
集
中
は
平
常
時
に
あ
っ
て
は
銀
行
聞
の
不
安
白
遊
行
競
争
を
趣
免
せ
し
め
人
偽
的
危
呂
紙
幣
膨
脹
を
防
止
し
、
非
常

時
に
あ
っ
て
は
無
謀
白
先
換
請
求
を
防
止
し
得
て
、
人
鴻
的
な
る
紙
幣
収
縮
を
岡
越
せ
し
め
得
て
、
統
幣
の
禁
行
を
質
問
市
に
均
衡
せ

し
め
、
紙
幣
後
行
制
度
と
し
て
そ
り
仲
給
力
を
殻
呆
的
な
ら
し
め
ん
と
寸
る
に
か
か
る
も
の
の
要
請
を
費
闘
し
在
け
れ
ば
た
ら
友
か

っ
た
も
り
で
あ
る
。

七

公
庫
制
の
賞
施
案

a 

品
庫
制
白
生
成
棋
綾

第
五
十
二
巻

七

プb

空事

蹴

七

ブb



告
庫
制
的
生
成
欄
繰

第
宜
十
二
巻

八
(
〕

策

強

ノ1、
O 

公
庫
制
は
一
種
の
過
波
的
柑
刑
法
と
し
て
務
行
を
集
中
し
紙
幣
問
題
の
解
決
に
営
ら
ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
訴
に
民
国
士
一
年
末

に
そ
の
端
を
渡
せ
し
も
賞
現
に
主
ら
中
共
後
別
に
定
め
ら
れ
た
る
公
庫
制
大
綱
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
己
の
程
集
中
殻

行
の
営
然
の
結
果
と
し
て
、
一
方
に
統
一
環
行
の
数
果
を
収
め
る
と
共
に
他
方
に
多
数
獲
行
制
を
抑
制
す
る
を
目
指
す
も
り
で
あ
る

か
ら
、
集
中
に
よ
る
資
力
強
化
、
信
問
輩
凶
を
期
待
し
得
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
経
油
的
耕
法
た
る
に
者
い
て
そ
り
混
然
融
合
に

至
る
ま
で
の
賞
施
上
の
困
難
を
売
れ
る
と
と
は
州
来
左
か
っ
た
。

(
一
)
由
各
地
銀
行
金
曾
、
聯
合
組
成
母
庫
、
縄
張
行
機
闘
。
凡
銀
行
及
其
他
極
周
政
部
立
案
之
金
融
機
関
、
均
得
按
照
規
定
領
周
耕
法
、
領
用
品
庫
券
。

(
二
)
公
庫
勢
金
岡
一
律
語
行
、
不
載
琵
行
地
名
。
但
規
定
若
干
底
、
錫
党
現
地
勤
。
其
儲
各
地
、
均
得
陸
党
、
不
車
陸
壁
。

(
一
=
)
現
有
夜
行
銀
行
、
在
下
列
限
制
下
、
何
得
麟
緩
臨
現
行
。

(
甲
)
本
行
自
費
生
換
穿
、
以
二
十
三
年
底
沈
調
教
錫
最
高
限
度
、
仰
得
於
比
限
度
内
線
網
遊
行
。

(
乙
)
他
行
領
用
品
f

、
阻
於
四
年
内
全
教
軟
岡
、
毎
年
臆
牧
同
凶
分
之
一
。

(
凹
)
現
金
準
備
、
定
震
凹
成
、
保
語
準
備
、
定
錨
六
成
。
現
金
準
怖
、
且
圃
幣
生
金
韻
銭
陣
、
保
誼
準
備
、
以
公
債
有
憤
諮
券
商
業
事
提
銭

限。(
五
)
前
項
準
備
金
、
白
金
庫
融
理
保
管
、
政
府
政
員
監
督
、
並
由
詩
地
両
曾
検
査
之

9

(
六
)
哩
有
奇
行
銀
行
所
自
存
之
現
金
準
備
、
及
川
田
謹
準
備
、
其
成
敬
服
前
第
四
脇
陣
之
規
定
、
其
保
管
照
第
五
棟
之
規
定
。

(
七
)
公
庫
券
及
各
行
義
行
数
、
及
準
備
金
数
、
毎
星
期
由
公
庫
分
別
会
告
一
攻
、
並
毎
月
年
年
、
葉
総
報
告
一
次
。

(
八
)
現
有
後
行
銀
行
、
於
白
張
党
構
券
不
敷
使
用
時
、
得
控
照
規
定
領
券
排
法
、
領
用
公
庫
穿
。
各
該
行
並
得
随
時
自
動
減
ホ
ザ
耳
白
夜
類
、
改
領
公
庫

券
、
或
自
動
請
求
取
消
其
灘
行
擢
、
事
領
公
庫
券
。

"
 

(
九
)
各
行
県
現
向
各
渡
行
銀
行
伺
用
党
換
穿
者
、
限
於
凹
年
内
全
部
改
領
公
庫
穿
、
毎
年
臨
改
領
四
分
之
一
。

4・

(
一
)
公
曜
制
は
全
面
的
な
る
務
行
権
の
統
合
を
必
要
と
す
る
。
従
て
公
庫
制
は
厳
密
に
は
中
央
銀
行
の
存
在

E
暫
定
的
に
い
は
ぽ

犠
牲
に
す
る
も
り
で
あ
り
、
若
し
中
央
銀
行
に
し
て
ぞ
の
地
位
を
強
張
し
て
調
行
の
態
度
を
採
ら
ぽ
公
庫
制
に
よ
る
統
一
を
不
可
能

前掲、中園金融研究 pp.48-49 
事眠、馬寅担歯講弟、第二集 pp田 97-102諭財政部提出之公庫券制度、中岡
近代僻制問題葉稲田・ 120-12J

33) 



と
し
、
公
庫
制
の
組
成
は
そ
の
成
果
を
事
げ
得
注
い
の
で
あ
る
。
突
医
各
描
現
行
銀
行
の
務
行
樺
も
繍
て
会
市
制
下
に
融
合
統
一
さ
れ

る
己
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
支
邪
銀
行
の
護
行
権
庭
世
如
何
は
経
過
的
解
法
た
る
公
庫
制
に
よ
り
県
し
て
よ
〈
集
中
さ
れ
得
る
や

に
難
軸
が
伏
在
し
て
ゐ
た
。
支
部
の
多
数
溌
行
制
は
そ
れ
回
世
に
弊
害
を
臓
す
る
に
工
り
と
れ
が
改
善
の
方
途
が
要
請
さ
れ
る
白
で

あ
る
が
夫
々
白
銀
行
の
立
揚
に
訟
い
て
は
恰
も
自
力
を
以
て
開
拓
せ
し
既
得
権
の
喪
失
に
近
苦
態
度
に
出
で
易
〈
、
従
っ
て
己
れ
が

庭
誼
如
何
は
公
庫
制
推
行
。
阻
害
と
友
る
の
践
が
多
分
に
含
ま
れ
て
ゐ
た
左
見
左
け
れ
ば
友
ら
友
か
っ
た
。
併
せ
て
省
政
府
護
行
務

に
つ
い
て
、
普
通
銀
行
渡
行
務
に
つ
い
て
、
私
票
に
う
い
て
、
在
支
外
岡
銀
行
渡
行
雰
に
つ
い
て
の
措
置
が
諮
ぜ
ら
る
べ
き
は
勿
論

で
あ
っ
た
。

各
進
行
銀
行
、
商
取
得
費
行
摺
開
始
以
来
、
久
者
巴
竜
四
十
年
。
y

在
曲
過
去
数
十
年
政
府
両
端
放
任
政
策
之
下
、
而
能
各
自
努
力
、
放
遺
眼
光
、
力
謀

致
行
信
用
之
輩
岡
、
以
誼
成
今
日
銀
行
券
所
享
受
之
地
位
興
信
春
、
不
可
調
非
金
融
界
一
良
好
之
成
績
。
在
比
過
渡
時
期
、
完
成
員
正
之
集
中
鼎
略
行
、

時
機
飢
向
未
成
謀
、
而
遁
欲
情
比
時
取
消
各
行
白
銀
難
同
普
中
総
数
+
年
脅
闘
得
高
之
琵
行
信
用
、
恐
亦
未
曲
調
得
事
理
之
平
。

(
二
)
袈
行
準
備
額
に
つ
い
て
の
改
廃
の
如
何
が
あ
る
。
印
ち
現
金
準
備
六
割
、
保
設
準
備
四
割
と
し
て
各
銀
行
は
己
の
規
定
に
準

じ
て
一
率
に
納
入
主
要
す
る
。
稜
行
銀
行
は
従
来
既
に
こ
の
率
に
よ
る
準
備
を
有
す
べ
か
り
し
も
の
で
あ
っ
た
が
、
資
際
上
は
右
定

率
に
注
せ
ざ
る
銀
行
も
少
か
ら
や
と
い
は
れ
た
。
殊
に
準
備
は
支
郊
の
多
数
銀
行
に
る
っ
て
は
紙
幣
準
備
と
預
金
準
備
の
直
分
明
確

を
快
ぎ
準
備
に
閲
し
て
蛍
行
部
と
町
営
業
部
の
匝
割
厳
然
な
ら
宇
、
た
め
に
或
は
紙
幣
の
準
備
と
友
り
、
或
は
預
金
の
準
備
と
な
り
、
従

で
往
々
紙
幣
白
準
備
は
現
金
六
割
を
布
す
と
雌
も
貴
際
は
預
金
り
…
準
備
を
鏡
充
せ
し
を
免
れ
友
か
っ
た
。
会
庫
制
資
行
前
は
こ
白
間

陵
昧
友
り
し
も
白
も
公
庫
制
貨
施
後
は
必
十
定
率
準
備
金
に
充
足
を
嬰
ナ
ペ
〈
、
と
れ
を
強
制
せ
ば
経
皆
上
の
支
障
護
生
の
虞
が
あ

泊
っ
た
。
他
岡
多
数
護
行
制
下
に
あ
っ
て
は
各
行
個
別
に
自
己
保
障
を
謀
る
べ
苦
で
あ
り
、
現
金
準
備
六
割
は
高
率
に
過
ぎ
る
も
り
で

• 

公
庫
制
白
生
成
機
睦

丹、

第
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公
庫
制
白
生
成
樹
縁

第
孟
十
=
巷

i¥. 

第

蹴

y、

は
た
か
っ
た
が
、
公
庵
制
下
に
夜
行
集
中
を
な
せ
ば
集
中
は
則
ち
力
量
の
加
厚
で
あ
る
か
ら
、
現
金
準
備
比
率
の
低
減
如
何
は
銀
行

参
白
信
別
に
妨
害
を
及
さ
や
J

と
し
、
併
せ
て
現
金
準
備
の
低
減
は
減
此
増
棋
の
方
法
に
沿
い
て
増
加
夜
行
白
保
障
と
す
る
如
き
見
解

凶
却

も
生
巴
て
ゐ
た
。

三
一
)
飯
町
耕
法
に
つ
い
て
の
措
置
の
如
何
が
あ
る
。
多
数
議
行
制
下
に
あ
っ
て
は
各
行
個
別
白
器
業
に
肖
由
活
動
を
友
し
得
た
も

D
が
公
庫
制
に
加
入
し
て
は
「
平
円
務
行
銀
行
凶
資
金
不
足
、
可
籍
司
容
妙
、
掛
川
共
燃
山
阿
之
念
、
準
備
金
量
可
設
法
敷
和
L
。
の
融
活
性

を
失
ふ
に
よ
り
公
庫
加
入
後
は
領
用
紗
百
討
を
得
ん
と
せ
ば
準
備
を
充
足
す
る
を
要
す
る
か
ら
領
用
腕
法
の
掠
置
に
奉
加
銀
行
の
闘
心

測

が
か
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

(
四
)
有
機
惜
椛
成
に
つ
い
て
の
建
替
り
如
何
が
あ
る
。
剖
ち
多
数
義
行
制
下
に
あ
り
で
は
一
行
の
功
罪
は
一
行
に
沿
い
て
底
迎
し

得
べ
き
で
あ
り
、
運
用
上
仲
紛
失
調
白
弊
友
き
に
あ
ら
ざ
れ
ど
も
根
本
土
伯
信
加
動
揺
白
虞
た
し
と
し
、
地
日
数
強
行
銀
行
に
取
付
停

先
白
如
き
生
十
る
と
も
局
部
に
と

E
ま
り
全
局
を
牽
動
せ
ず
る
強
行
集
中
後
は
一
髪
全
身
白
椴
梼
と
た
る
を
設
〈
も
、
と
れ
多
敷
設

行
制
矯
正
の
要
あ
る
に
岩
い
て
公
庫
制
の
要
望
あ
る
に
限
令
せ
ぽ
自
解
の
迎
あ
る
べ
く
、
固
よ
り
公
庫
制
に
沿
い
て
準
備
保
管
を
稚

立
し
、
輩
同
殻
行
白
基
礎
付
を
友
す
べ
昔
は
営
然
の
要
求
で
あ
る
。
別
詮
に
中
央
銀
行
と
商
業
銀
行
白
紙
幣
は
建
前
を
呉
忙
し
、
前

者
は
財
政
献
之
、
軍
需
措
繁
に
し
て
紗
巣
を
多
穫
し
急
需
の
周
を
果
す
ベ
〈
、
後
者
は
商
業
の
周
期
的
需
要
K
よ
る
季
節
的
賛
助
に

町
服
す
べ
き
主
要
す
る
如
き
匝
別
を
要
す
と
在
す
も
、
そ
れ
自
植
が
務
則
的
と
い
は
ね
ぽ
た
ら
血
。

五
)
A
L
停
紗
票
K
つ
い
て
の
信
認
白
如
何
が
あ
る
。

一
旦
公
慮
制
賓
施
吉
る
れ
ぽ
紗
票
は
先
換
停
止
さ
れ
紙
幣
の
械
僚
に
つ
い
て

。
憂
慮
が
あ
る
。
己
の
逝
貨
概
念
に
つ
い
て
は
斯
幣
制
改
革
後
白
貫
般
に
う
い
て
従
来
の
見
解
を
是
正
せ
し
め
ち
れ
た
も
白
で
は
あ

a 

る
が
、
首
時
空
賞
欺
か
ら
は
危
憂
と
さ
れ
し
も
一
一
曜
の
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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如
九
一
八
国
難
後
作
法
、
杭
州
居
民
、
家
家
印
首
先
賀
行
議
鋭
、
惟
恐
畑
来
卦
栗
康
葉
、
費
止
無
情
、
耐
未
臨
頭
、
而
計
慮
巳
深
。
賀
行
燕
銀
後
、
物

慣
静
岡
糊
分
潟
二
組
、
一
億
現
鈍
物
償
、
一
錦
紙
幣
物
倒
、
後
者
貴
而
前
者
陵
、
無
異
紙
幣
欧
憤
。
(
物
倒
貴
、
印
紙
幣
朕
)
。
従
前
北
京
中
交
銀
行
動
票

停
党
、
物
憤
郎
分
二
組
、
賞
最
顕
著
之
例
。
故
賢
一
一
円
公
庫
制
後
、
紙
幣
業
主
品
問
。

己
れ
が
賞
施
上
白
困
難
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
友
か
っ
た
が
、
過
渡

か
く
白
如
〈
公
庫
制
は
そ
白
利
弊
件
ム
も
の
で
は
あ
り
、

'
的
組
問
法
B

と
し
て
意
義
を
有
す
る
以
上
に
出
る
も
白
で
は
な
か
っ
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
検
討
す
べ
き
」
で
あ
る
。
中
央
銀
行
制
に
土
り

皐
初
登
行
制
の
確
立
へ
王
ら
ざ
る
に
沿
い
て
一
種
白
「
不
集
中
之
集
中
」
へ
の
企
劃
で
あ
り
、
後
行
各
行
と
公
庫
と
の
利
合
の
一
致
す

る
限
度
に
老
い
て
寅
殺
を
高
め
得
ペ
〈
、
不
徹
底
の
局
部
解
決
で
は
あ
る
が
帰
来
の
徹
底
解
決
へ
の
基
礎
た
ら
し
め
ん
と
し
て
意
義

左
右
す
る
も
り
で
あ
っ
た
。

兵
庫
制
は
全
面
的
に
は
賓
現
を
見
左
か
っ
た
け
れ
ど
も
と
れ
が
生
成
の
機
運
は
漸
共
に
醸
成
さ
れ
つ
t
A

あ
っ
た
一
面
は
認
め
在
く

て
は
友
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

k
海
に
島
け
る
四
行
準
備
庫
更
に
膏
東
一
ニ
省
に
長
け
る
遼
付
与
四
行
競
聯
合
禁
行
準
備
庫
の
資
現
せ
ち
れ
た

る
は
そ
の
名
栴
は
具
た
り
し
も
か
か
る
方
面
白
必
要
に
邸
臆
し
た
る
顕
現
と
見
得
る
も
の
で
あ
っ
た
。

閃
み
に
前
者
は
上
海
白
中

南
、
大
陸
、
金
域
、
盟
哉
の
四
銀
行
の
聯
合
準
備
庫
で
あ
っ
て
そ
れ
は
領
朱
制
度
の
下
に
中
南
銀
行
紙
幣
の
後
行
を
た
す
も
の
で
あ

る
。
乙
の
四
行
は
民
間
十
二
年
聯
合
し
て
儲
蓄
舎
を
組
縦
し
、
更
に
四
行
は
準
備
庫
を
合
組
し
た
も
の
で
あ
り
、
民
図
十
九
年
始
に

刊

稜
行
紙
幣
に
闘
し
て
第
一
次
の
公
布
を
た
ず
所
が
あ
っ
た
。
後
者
は
民
国
十
八
年
五
月
、
束
三
省
官
銀
張
、
法
業
銀
行
及
び
中
閥
、
交

通
商
行
結
腸
分
行
の
結
成
せ
し
聯
合
準
備
庫
で
あ
う
て
、
専
ら
現
大
洋
の
先
換
器
を
愛
行
し
、
そ
の
瑳
行
公
一
は
遜
業
銀
行
白
紙
幣
を

領
刑
制
白
下
に
取
抜
っ
た
。
と
の
準
備
庫
中
高
り
中
に
は
準
備
庫
高
山
行
の
も
の
と
、
準
備
庫
成
立
前
回
ち
民
閥
十
七
年
中
遊
説
銀
行
の

後
れ
せ
し
現
大
洋
務
が
特
に
準
備
庫
努
と
若
倣
さ
れ
し
も
の
と
が
包
括
さ
れ
、
文
聯
合
準
備
庫
成
立
以
後
は
各
銀
行
焼
は
閉
獄
忙
で

他
種
の
現
大
洋
法
を
褒
行
ず
る
を
得
ざ
る
建
前
在
る
に
、
準
備
庫
を
通
苫
や
殺
行
さ
れ
た
現
犬
洋
票
が
あ
っ
た
。

a 

岳
庫
制
の
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成
構
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